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 平成19年度 第１回スポーツ振興審議会 会議概要                

１ 審議会名 スポーツ振興審議会   

２ 日  時 平成２０年３月７日 午前・後７時００分から午前・後８時３０分まで 

３ 会  場 明科 ひまわり     

４ 出席者  渡辺展猛・西村義夫・青嶋愛子・黒岩光美・須山芙美子・山田美也・横川修子 

     ・二村昌成・大谷元日子    

５ 市側出席者  望月教育長・松枝課長・百瀬係長・山下副主幹・早川副主幹・浅川副主幹  

 中島主査・有賀主査・塩原主査        

６ 公開・非公開の別  公開       

７ 傍聴人  ０人    記者  ０人  

８ 会議概要作成年月日     平成２０年 ３月 ７日  

協  議  事  項  等 

１ 会議の概要 

 （１）開  会  （松枝課長） 

 （２）あいさつ  （渡辺会長・望月教育長） 

 （３）協議内容  

   ①コーディネーショントレーニング普及への取り組みについて  

 ②総合型地域スポーツクラブについて    

③スポーツ振興に関する教室、講座について 

（事務局）協議事項①コーディネーショントレーニング普及への取り組みについて説明 

(会長)   コーディネーショントレーニング普及への取り組みについて説明があったが、質疑応答をお願いし

たい。 

 (委員)  コーディネーショントレーニング普及へ取り組む理由は何か。予算は大丈夫なのか。 

（事務局）スポーツをしない子どもが増えてきている。このトレーニングはスポーツを楽しいと思えるように

なるトレーニング法。運動神経も良くなる。 

     予算に関しては、平成２０年度は県の補助金「元気づくり支援補助金」を活用することとなる。 

（委員） 小学校の授業に取り入れていくのか。 

（事務局）学校側の都合もあるので、そこまでは強制できないと思う。学校の先生もこのトレーニングの良さ

がわかれば、体育の事業の準備運動などにも取り入れていってもらえるのではないかと思う。あくま

でも気軽に取り組んでもらえたらと思う。 

（委員） これは非常に良いことだと思うので学校側にも納得してもらい、学校でも取り組めるような体制を

取っていってほしい。 

（事務局）事業の中では講習会を予定しているので、学校の先生方にも声をかけ参加を働きかけたい。 

 

（事務局）協議事項②総合型地域スポーツクラブについて説明 

 (会長) 総合型地域スポーツクラブについて説明があったが、質疑応答をお願いしたい。 

（委員） クラブの運営費はどのようになっているのか。 

（事務局）基本的には会員の会費での運営。設立までの経費は、国からの補助金もあった。 

（委員） 市からの補助金はないのか。市としてはどのような支援を考えているか。 

（事務局）市からの補助金はない。調査した中では、市町村が総合型地域スポーツクラブに補助金を出してい

るところはない。市としての支援は、条例に基づく施設使用料の減免がある。他にどのような支援

ができるのかは、今後検討していきたい。 

 
※会議概要は、原則として公開します。会議終了後、２週間以内に企画財政部まちづくり推進課

へ提出してください。 
※会議を非公開又は一部非公開とした場合は、その理由を記載してください。 



協  議  事  項  等 

（委員） 今後市としては、総合型地域スポーツクラブを増やしていくのか。 

（事務局）安易に広げていくことは難しいと考えている。無理をして広げていくのではなく慎重に対応してい

きたい。 

 

（事務局）協議事項③スポーツ教室、講座について実施済みの平成１９年度事業、新年度実施予定の平成２０

年度事業の方向性について事務局より説明。 

 (会長) スポーツ教室、講座について説明があったが、質疑応答をお願いしたい。 

（委員）今まで実施してきた講座を大分整理するようだが、その目的と今後の方向性についてもう少し詳しく

聞かせてほしい。 

（事務局）地域ごとのばらつきや格差を失くして平準化をはかることと、市として基本的な考え方をまとめ

て、それに基づき事業をしていくことが主な目的。各種教室や講座の今後の方向性をまとめると、実

施主体としては、地域づくりが目的なものは、公民館事業。親子のふれあいが目的なものは、子ども

支援係。ニュースポーツなど全市的に広めてスポーツ人口を増やすことが目的なものは、スポーツ振

興係が行おうと考えている。競技色が強いバドミントン、マレットゴルフなどは将来的には体育協会

の事業として、単独の種目でヨガや太極拳など趣味的要素が強いものはサークル活動として自立して

行ってほしいと考えている。 

       

 

 
※会議概要は、原則として公開します。会議終了後、２週間以内に企画財政部まちづくり推進課

へ提出してください。 
※会議を非公開又は一部非公開とした場合は、その理由を記載してください。 


